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５ 委嘱までの流れ 群馬県警察

19

募集
□ 大学、短期大学、高等専門学校又は各種専修学校に在籍する学生であって、群馬県内に居住し、

または通学していること

□ 日常的にインターネットを利用し、コラボレイターとして必要なインターネットに関する知識を有していること

□ サイバー空間の防犯活動等に関心を持ち、任務の遂行に熱意を有していること

□ 心身共に健康であり、人格及び行動が模範的であること

□ 群馬県警察本部のボランティアとして活動できること（報酬なし）

募集期間
募集期間：令和８年４月１日（水）～令和８年５月８日（金） ※各校５名程度の募集を予定

募集
申

込

（
選
考
）

通

知

委

嘱

式

６月５日（金）予定

５月８日（金）まで

５月２０日（水）ころ

※ 委嘱期間：令和８年６月１日（月）～令和９年３月３１日（水）まで



３ 活動内容 群馬県警察

12

昨年度の活動実績
令和７年度スケジュール（実績）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

申込期間 選考
●
委嘱式
研修会
動画制作

● ●
広報啓発

●
リテラシー
ツールコン
クール
募集

●
広報啓発

●
広報啓発
ＣＴＦ

●
チャレンジ
カップ

●
チャレンジ
カップ

●
ＣＴＦ
講習

★R７.5月9日 令和７年度コラボレイター募集締切

●R７.6月 委嘱式： 県警本部で委嘱式を実施し、各学校にて研修会を実施
●R７.6月 動画出展：ＮＩＳＣ（現ＮＣＯ）による動画コンクールに出展
●R７.8月 広報啓発：トレンドマイクロ株式会社とともにヤマダデンキにて活動
●R７.9~12月 コンクール：広報啓発に向けた情報リテラシーツールコンクールの募集開始
●R７.10月 広報啓発：ウニクス高崎で実施
●R７.11月 広報啓発：高崎イオンで実施
●R７.11月 自己研鑽：神奈川ＣＴＦに参加
●R７.12~1月 浄化活動：第３回フィッシングサイト撲滅チャレンジカップに参加
●R８.2月 自己研鑽：関東管区内警察合同ボランティア・学生ＣＴＦ大会に参加
●R８.2月 講 習：デロイトトーマツによるインシデント訓練に参加

★５/９
募集締切

サ イ バ ー パ ト ロ ー ル

・本人の希望に応じて、再委嘱も可能です。
・違法・有害情報の通報件数や広報啓発活動への参加等活動実績が優秀なコラボレイターへは個別表彰も
行います。



６ その他注意事項 群馬県警察
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その他
【報酬】

コラボレイターの活動は、無報酬です。（ボランティア活動）

プロバイダ・回線料金等コラボレイターの活動に係る料金は自己負担とさせていただきます。

【遵守事項】

コラボレイターは、任務の遂行を通じて知り得た秘密を漏らしてはいけません。解嘱後も同様とします。

コラボレイターは、特別の権限が付与されたものではないので、その活動に当たっては、関係者の正当な

権利及び自由を侵害してはいけません。

【解嘱】

次の場合、コラボレイターを解嘱することがあります。

・ 応募要件を満たさなくなったとき（退学など）

・ 遵守事項に違反した場合その他コラボレイターとしての任務を遂行するのに適さない事由が発生した

場合（検挙されるなど）

・ コラボレイター自ら解嘱の申出があった場合

【その他】

被害等の未然防止のため、広報啓発活動及び教育活動は警察職員と共に行います。



ご静聴いただきありがとうございました
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